
 
 
 
 
 

 少しずつ秋も深まってきましたが、皆様お元気でお過ごしでしょうか。 

気候が良く、過ごしやすい時期になりましたね。ところで、ハラスメント防止法が 2020年 6月より施行されたのをご

存じでしょうか？保健管理センターでは今年 9月に 3キャンパス合同で「管理監督職向けハラスメント e-ラーニン

グ研修」の実施を行いました。また、今後、一般職員向けにもハラスメント研修を行う予定にしております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 どの職場にもある問題 

 

保健管理センターだより 
兵庫医科大学 発行日 2020年 10月 

発行元 兵庫医科大学  

保健管理センター 

 

 

職員相談室 公認心理師（臨床心理士） 原田 相談員 

（月・水・金）10：00～18：00（場所：10号館10階 ） 

     電話：0798－45-6121 （内線：6121） 

  mail：k-harada@hyo-med.ac.jp 

 

 

先輩・後輩や、職務上の地位に限らず、さまざまな人間関

係や専門知識などを背景に、嫌がらせ行為が起きることも

あり、実際にパワハラに該当した事案もあります。 

 

〈上司だけでなく、同僚のいじめも、部下から上司も…〉 

同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範

囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為です。 

引用：明るい職場応援団 https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/ 
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身近な問題！ 
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